
平成 年 月 日 月曜日 第 号官 報

（
確
定
拠
出
年
金
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

確
定
拠
出
年
金
法
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
二
百
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
八
条
第
一
項
第
十
八
号
中「（
一
の
」
を
「
、
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
小
規
模
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者

又
は
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
適
格
特
例
投
資
家
限
定
事
業
者
（
そ
れ
ぞ
れ
一
の
」
に
改
め
る
。

（
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
（
」
を
「
特
定
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
等
（
」
に
、「
第
二

条
第
七
項
」
を
「
第
二
条
第
九
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
に
」
を
「
特
定
不
動
産

特
定
共
同
事
業
者
等
に
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
及
び
第
七
項
中
「
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
」
を
「
特
定
不
動
産

特
定
共
同
事
業
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
」
を
「
特
定
不
動
産
特
定
共
同
事
業

者
等
」
に
改
め
、「
許
可
」
の
下
に
「
又
は
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
の
登
録
」
を
加
え

る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日（
平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

（
都
市
緑
地
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

２

都
市
緑
地
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
九
年

政
令
第
百
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
の
う
ち
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
施
行
令
第
六
条
第
一
号
の
改
正
規
定
中
「
第
六
条
第
一
号
」
を
「
第

七
条
第
一
号
」
に
改
め
る
。

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

総
務
大
臣

野
田

聖
子

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

附
則
第
七
条
を
削
り
、
附
則
第
八
条
を
附
則
第
七
条
と
す
る
。

（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す

る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を

有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
平
成
二
十
九
年
度
の
概
算
負
担
調
整
基
準
額
）

第
三
条

平
成
二
十
九
年
度
の
法
附
則
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
は
、
四
万
千
二
百
二
十
円
と

す
る
。

附
則
第
五
条
を
削
り
、
附
則
第
六
条
を
附
則
第
五
条
と
す
る
。

電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
九
年
八
月
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
二
百
二
十
二
号

電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令

内
閣
は
、
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律

第
百
八
号
）
第
七
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第

三
百
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
を
第
五
条
と
し
、
第
三
条
を
第
四
条
と
し
、
第
二
条
を
第
三
条
と
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下「
法
」

と
い
う
。）」
を
「
法
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
入
札
へ
の
参
加
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
一
条

電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）

第
七
条
第
九
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
一
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
発
電
事
業
計
画
に
つ
き
十
二
万
七
千
円
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政

令
の
一
部
改
正
）

２

電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政

令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
三
百
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
条
第
二
項
中
「
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
九
年
政
令
第

十
一
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
」
を
削
り
、「
第
三
条
第
三
項
第
三
号
」
を
「
第
四
条
第
三
項
第
三
号
」

に
改
め
る
。

経
済
産
業
大
臣

世
耕

弘
成

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

介
護
保
険
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
九
年
八
月
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
二
百
二
十
三
号

介
護
保
険
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
附
則
第
十
一
条
第
三
項
、
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有

す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
附
則
第
九
条
第
三
項
及
び
地
域
包
括
ケ

ア
シ
ス
テ
ム
の
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
五
十
二
号
）
附
則

第
四
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
介
護
保
険
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

介
護
保
険
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
平
成
二
十
九
年
度
の
概
算
負
担
調
整
基
準
額
）

第
五
条

平
成
二
十
九
年
度
の
法
附
則
第
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
は
、
四
万
千
二
百
二
十
円

と
す
る
。


